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令和６年６月20日 

 

国際シンポジウム「ME-BYOサミット神奈川2024」運営業務委託に関する 

プロポーザル募集要項 

 

      発注者 ME-BYOサミット神奈川実行委員会 

実行委員長  松本 洋一郎 

 

１ 委託事業の名称 

国際シンポジウム「ME-BYOサミット神奈川2024」運営業務委託 

 

２ 委託業務の内容 

別添 国際シンポジウム「ME-BYOサミット神奈川2024」仕様書 のとおり 

 

３ 契約期間 

  契約締結日から令和７年３月27日(木)まで  

 

４ 委託料上限額 

26,000,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

  ※本委託業務の契約締結に係る上限額です。本募集に係る経費は含みません。 

 

５ 参加資格 

単独の法人（以下「法人」という。）又は複数の法人によるコンソーシアム（以下、

「コンソーシアム」という。）とし、法人及びコンソーシアムの構成員は、次の要件を

全て満たしていることとします 。  

(1) 視聴者1,000人以上のオンラインイベントの運営経験があること。 

(2) 神奈川県の未病（ME-BYO）の概念、未病産業創出に関する取組みや過去のME-BYOサ

ミットの開催内容について十分に把握していること。 

(3) 仕様書に示す業務を履行する能力を有する者であること。 

(4) 神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと。 

(5) 本業務委託を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること。 

(6) 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当する者でないこと。 

(7) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号。以下

「法」という。）第10条第４号及び第６号から第９号の暴力団排除条項に該当しな

いこと。 

(8) 暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。 

(9) 法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。 
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(10) 神奈川県暴力団排除条例第９条に基づき、代表者又は役員に暴力団員がいないこと

を確認するため、神奈川県が神奈川県警察本部に照会を行うことについて同意でき

ること。 

(11) コンソーシアムの構成員が、単独で、又は他のコンソーシアムの構成員として参加

していないこと。 

※コンソーシアム形式による申請の場合、 

(1) の資格については、代表者が満たしていること。 

(2) の資格については、コンソーシアム全体として満たせばよい。 

(3) から(8)の資格については、全ての企業、団体等が満たしていること。 

 

６ スケジュール 

(1) 質問書の受付 

令和６年６月20日（木）から６月26日（水）17時まで（必着） 

(2) 参加意思表明書等の受付  

令和６年６月20日（木）から６月26日（水）17時まで（必着） 

(3) 質問に対する回答 

令和６年６月28日（金）（予定） 

(4) 企画提案書等の受付 

令和６年６月20日（木）から７月３日（水）17時まで（必着） 

(5) 企画提案書の審査会開催日 ※書面による審査を実施 

令和６年７月４日（木）（予定） 

(6) 提案者への結果通知 

令和６年７月10日（水）（予定） 

 

７ 参加手続き 

このプロポーザルに参加しようとする法人又は連合体は、神奈川県公式ウェブサイト

にて参加に必要な様式をダウンロードし、参加意思表明書を提出してください。提出が

ない者の参加は認められません。参加資格を審査した後、企画提案書等の提出要請を行

いますので、これにより企画提案書等を提出してください。 

 

(1) 質問の受付及び回答 

企画提案書の記載方法等について質問がある場合には、質問書を提出してください。

不着等の事故を防ぐため、ファクシミリ又はメール送信後、電話で送付の旨をご連絡

ください。質問書に対する回答は、全ての参加者に対して、電子メールにて行います。 

ア 提出書類 質問書（様式任意） 

イ 提出期限 令和６年６月26日（木）17時まで（必着） 

ウ 提出方法 電子メール又はファクシミリ 
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エ 提出先  ME-BYOサミット神奈川実行委員会 

（神奈川県政策局いのち・未来戦略本部室未病産業グループ内） 

メールアドレス：hcnf.mebyo-ict@pref.kanagawa.lg.jp 

ファクシミリ：045-210-8865 

オ 回答日  令和６年６月28日（金）（予定） 

 

(2) 参加意思表明書の提出 

ア 提出書類 

(ア) 参加意思表明書(様式１) 

(イ) 団体・会社概要書（様式２） 

(ウ) 役員等一覧表（別紙） 

(エ) 運営実績（様式任意） 

イ 提出期限 令和６年６月26日（水）17時まで（必着） 

ウ 提出方法 持参、郵送、電子メール、ファクシミリのいずれかによる 

※不着等の事故を防ぐため、ファクシミリ又はメール送信後、電話

で送付の旨をご連絡ください。 

エ 提出先  〒231-8588（住所の記載を省略できます。） 

神奈川県横浜市中区日本大通１ 神奈川県庁本庁舎２階 

神奈川県政策局いのち・未来戦略本部室 未病産業グループ 

 

(3) 企画提案書等の提出 

ア 提出書類 

(ア) 企画提案書（様式４）又はこれに準ずる任意様式 

記入の際の注意事項などは様式４を参照してください。 

(イ) 団体・会社概要書（様式２) 

コンソーシアムの場合は構成事業者ごとに作成してください。 

(ウ) コンソーシアム届出書兼委任状（様式３）※コンソーシアムの場合のみ作成 

(エ) 積算書（＊)（様式任意） 

選定にあたっては、記載された見積額に当該見積額の10％に相当する金

額を加算した金額によるので、提案書を提出する方は、消費税及び地方消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の110分の100に相当する金額を記載してください。 

なお、記載された見積額に当該見積額の10％に相当する金額を加算した

金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた後に得られ

る金額により提案があったものとします。 

イ 提出部数 ５部  ※１部を正本とし、残り４部は複写でも可とします。 

ウ 提出期限 令和６年７月３日（水）17時まで（必着） 

エ 提出方法 持参又は郵送 
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オ 提出先  〒231-8588（住所の記載を省略できます。） 

神奈川県横浜市中区日本大通１ 神奈川県庁本庁舎２階 

神奈川県政策局いのち・未来戦略本部室 未病産業グループ 

 
８ 選定方法 

(1) 審査方法 

審査委員会を設置し、書面開催により審査を実施します。 

企画提案書の内容を審査のうえ、最も優れた企画提案書を選定します。 

(2) 審査会 

令和６年７月４日(木)に審査会を予定しております。 

 

(3) 審査基準 

   審査項目 審査項目 配点 

１ 業務遂行に当た
っての基本的事項 

・業務遂行能力・業務実施体制 
・業務専門性・関連業務の実績 20 

２ 業務の内容に関
する事項 

 

・未病や ME-BYOサミット（シンポジウ
ム）への理解 

・運営体制とスケジュール 
・特設サイトの提案内容 
・シンポジウムの提案内容 
・プロモーションの方法と期待される効果 

60 

３ 経済性に関する
事項 

・積算妥当性 
・委託料上限額との比較 

20 

 合計 100 

   ※各審査委員の合計得点が最も高い提案を採択します。 

   ※同点の場合は、委員の投票により決定します。 

   ※合計評価点が60点に満たない提案、または各評価項目のうち、著しく低い点数

があった提案は、合計得点及び順位に関わらず、不採用となる場合がありま

す。 

(4) 参加が無効となる場合 

参加意思表明書及び企画提案書が次の項目に該当する場合には、参加を無効とす

る場合があります。 

ア 提出期限、提出先及び提出方法が適合しないもの。 

イ 虚偽の内容が記されているもの。 
 

(5) 審査結果の通知 

令和６年７月10日(水)（予定）に通知します。 

 

９ 業務委託の契約手続き 

次のとおり、業務委託の契約手続きを行います。 
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(1) 選定された提案者は、発注者と別途協議を行い、協議が整った場合には、契約締結

となります。 

(2) 選定された提案者との協議が整わない場合は、提案次点者と、同様の契約手続を行

います。 

(3) 契約書の作成 

契約書は契約書（案）を基に書面にて作成します。書面による契約の場合は２通作

成したうえで各自その１通を保持するものとします。 

※契約条項は別紙契約書（案）のとおり 

 

10  留意事項 

(1) 参加にかかる経費は参加者の負担とします。 

(2) 提出された書類は、原則として返却しません。 

(3) 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めません。ただし、企画提案

書等の記載に軽微な不備がある、あるいは不足書類があると発注者が判断した場合

については別途指示します。 

(4) 提出された書類は、選定以外の目的には、無断で使用しません。ただし、提出書類

は神奈川県情報公開条例（平成12年条例第26号）に基づき公開される場合がありま

す。 

(5) 発注者が、企画提案書等の作成にあたって必要となる資料等を配布した場合には、

その資料等は、発注者の了解なく公表又は使用することはできません。 

(6) 業務は、発注者との調整の中で変更を伴う場合があり、その変更等については必要

に応じて発注者と受託者で協議した上で対応するものとします。 

(7) 本件は、契約の準備行為として行うものであり、契約の締結は、令和６年度当初予

算に係るME-BYOサミット神奈川実行委員会において議決がなされ、令和６年度予算

発効時以降（７月初旬から中旬を予定）となります。 

 

11 問合せ先 

  〒231-8588（住所の記載を省略できます） 

  横浜市中区日本大通１ 本庁舎２階 

  ME-BYOサミット神奈川実行委員会 

（神奈川県政策局いのち・未来戦略本部室未病産業グループ内） 

  担当者 大久保、岡田、小池 

  電話  045-210-2715（直通） 

  FAX    045-210-8865 

  メール hcnf.mebyo-ict@pref.kanagawa.lg.jp 


